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ポーランド週報 
（２０２４年８月２９日～９月１１日） 

令和６年（２０２４年）９月１３日 

H E A D L I N E S 

政治 
「法と正義」（ＰｉＳ）、政党補助金削減を受けて支持者に寄付を呼びかけ 

「法と正義」（ＰｉＳ）の大統領候補者選定に関する報道 

クチミェロフスキ前戦略準備庁（ＲＡＲＳ）長官の逮捕 

政党支持率の世論調査結果 

コシニャク＝カミシュ副首相兼国防大臣とオースティン米国防長官との会談 

ＥＵ外相非公式会合 

第二次世界大戦８５周年記念式典の開催 

シコルスキ外相の東南アジア歴訪  

第３２回国際防衛産業展示会の開催 

リトアニア大統領のポーランド訪問 

トゥスク首相のモルドバ訪問     

ポーランド・アイルランド首脳会談   

ポーランド・ウクライナ外相電話会談 

ポーランド英外相会談 

ワイマール・トライアングル外相テレビ会議   

ポーランドの「バルト海地域のためのＥＵ戦略」議長国就任 

ＮＡＴＯ空軍演習「Ｆ２Ｔ２演習」の実施 
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経済 
ポーランドの地方自治体、１０年間で追加資金を獲得と首相が発表 

ポーランドと米国、ウクライナ復興について協議 

ポーランドの堅調なＧＤＰ成長には投資が不可欠と財務大臣が指摘 

２０２４年第二四半期ポーランドＧＤＰ３．２％増 

８月の購買担当者景気指数４７．８％ 

ポーランドの海外投資動向  

ポーランドのアジア市場への食肉輸出拡大 

ヴェデル社のチョコレートファクトリー・ミュージアムがオープン 

ポーランド人の食生活の変化 

２０２５年に設立される変革基金  

ＥＵからウクライナへの送電 

新・国家エネルギー・気候計画が石炭産業を脅かす 

石炭資産の分離は当面見送り 

ポーランド大学学長会議の開催 
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治安等 
ジョージア人マフィアによる組織的犯罪 

自動車火災の現場付近に爆発物が設置 

テロ脅威レベルが１１月３０日まで延長 

ホリデーシーズンにおける交通事故等の発生状況 

アパートからテレビを投げた米国人が起訴 

高温と雨不足で森林火災の脅威が増加 

高齢者を標的とした「孫娘」を語る詐欺被害 

スピード違反通知書を悪用した警察官による詐欺被害 

ドイツ政府が９月１６日から全ての国境で一時的な国境管理を導入 

ベラルーシとの国境における滞在禁止措置を延長 

国境警備状況（８月）を発表 

 

大使館からのお知らせ 
能登半島地震災害義援金について（ポーランド国内の口座） 

欧州でのテロ等に対する注意喚起 

孤独・孤立及びそれに付随する問題でお悩みの方へ 

「在留届」の提出及び「たびレジ」への登録のお願い 

有効期間１０年の旅券の発給申請可能年齢等の引き下げについて 

旅券のオンライン申請等の開始について 
大使館広報文化センター開館時間 

文化行事・大使館関連行事 

 

在ポーランド日本国大使館 

ul. Szwoleżerów ８、 ００-４６４ Warszawa Tel:+４８ ２２ ６９６ ５０００ 

http://www.pl.emb-japan.go.jp 

 

政   治 

 

「法と正義」（ＰｉＳ）、政党補助金削減を受けて支持者

に寄付を呼びかけ【３０日】 

 ２９日、国家選挙管理委員会（ＰＫＷ）は、２０２３年

１０月に行われた総選挙の「法と正義」（ＰｉＳ）の選挙

委員会の財務報告書を受理せず却下した。同委員

会は、同党は２０２３年の選挙運動で３６０万ズロチ

（約８４万ユーロ）を違法に支出したと結論付けた。 

 その結果、「法と正義」（ＰｉＳ）の選挙委員会に対す

る政党補助金は１,０００万ズロチ（２３３万ユーロ）減

額され、同党は３年間、年間活動資金を剥奪される

可能性がある。 

 カチンスキ党首は金曜日の記者会見で、「全ての

ポーランドの愛国者、前回の選挙で我々を支持して

くれた全ての人々に、小額でもいいので我々の口座

に寄付してほしい。」と訴えた。 

 ブワシュチャク「法と正義」（ＰｉＳ）院内総務は、９月

以降、同党の国会議員と欧州議会議員が党を財政

的に支援すると発表した。「国会議員は毎月最低１,

０００ズロチ（２３４ユーロ）、欧州議会議員は最低５,０

００ズロチ（１１６９ユーロ）を寄付する。」と述べた。 

 「法と正義」（ＰｉＳ）は、ＰＫＷの決定に対し、１４日

以内に最高裁判所に不服を申し立てることができる。

最高裁判所が不服申し立てを正当と認めれば、同委

員会は財務報告書を受理する義務を負う。 

  

「法と正義」（ＰｉＳ）の大統領候補者選定に関する報

道【２日】 

 「法と正義」（ＰｉＳ）のカチンスキ党首は、同党が大

統領候補の選考を５人程度に絞ったことを発表した。

同党首は、報道番組「wPolsce24」で「法と正義」（Ｐｉ

Ｓ)の大統領候補として検討されているのは何人かと

質問された際に、「現時点で５人程度だ。」と答えた。 

 さらに、候補者が国民に発表される時期について

質問された際には、「もう少し先の秋のどこかのタイ

ミング」で行われると確信していると述べた。また、Ｐｉ

Ｓ党内には政権与党の「市民プラットフォーム」（ＰＯ）

候補者が判明した時点で自党の候補者を公表すべ

きと考える者も多いと述べつつ、「発表が遅れるのは

良い状況ではない。遅れれば遅れるほどライバルが

優位に立つことになる。」と付け加えた。 

  

 クチミェロフスキ前戦略準備庁（ＲＡＲＳ）長官の逮

内    政 

http://www.pl.emb-japan.go.jp/
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捕【２日】 

 検察庁の発表によると、カトヴィツェ地方裁判所に

よって逮捕状が請求され、欧州逮捕令状（ＥＡＷ）に

よって指名手配されていたクチミェロフスキ前戦略準

備庁（ＲＡＲＳ）長官が滞在先のロンドンで逮捕された。 

 同前長官は、数億ズロチをＲＡＲＳから不正に持ち

出すことを目的に組織された犯罪グループに参加し

ていた疑いがかけられていた。不正に持ち出された

資金は、衣料品ブランド「Red is Bad」のデザイナーを

含む、大統領の側近に関連する企業に送られていた

とみられる。これらの資金は本来パンデミック対策と

ウクライナ支援のためのものであった。 

 逮捕されたクチミェロフスキ前長官は、数週間前か

ら海外に潜伏していたとされるが、逮捕される数日

前まで、「司法から逃亡していない。ただ、公正な裁

判が保証されるまではポーランドに出頭するつもり

はない。」と述べていた。 

  

政党支持率の世論調査結果【４日】 

 ８月３０日から３１日にかけて行われた世論調査機

関ＩＢＲｉＳによる（連立を含む）政党への支持に関す

る調査の結果によれば、「市民連立」（ＫＯ）が３３．

５％の支持を得て、最大野党「法と正義」（ＰｉＳ）の３１．

９％を上回った。このほか、「第三の道」（農民党（ＰＳ

Ｌ）及び「ポーランド２０５０」）が１１％、「同盟」が８．

１％、「左派」が７．７％の支持を得た。また、７．８％

の有権者が未定と回答した。 

 

 

コシ二ャク＝カミシュ副首相兼国防大臣とオースティ

ン米国防長官との会談【２９日】  

  8 月２９日、米国ワシントンＤＣにて、コシ二ャク＝

カミシュ副首相兼国防大臣は、オースティン米国防

長官と会談した。同副首相兼国防大臣は、ポーラン

ド陸軍が装備しているＦ－３５戦闘機、エイブラムス

戦車、アパッチ攻撃ヘリ等の米国製兵器、米国によ

る軍の近代化への協力及び米軍の恒久的なポーラ

ンド国内への駐留に対して謝意を述べた。両者は、

契約が署名された９６機のアパッチ攻撃ヘリの内、８

機を先行してポーランド国内に配備させることを確認

した。会談では、両国の戦略的パートナーシップ及び

ＮＡＴＯ東翼の安全保障について話し合われた。 

 

ＥＵ外相非公式会合【８月２９日】 

 ８月２９日、バルトシェフスキ外務副大臣は、ブ

リュッセルで行われたＥＵ外相非公式会合に出席し

た。会合では、ロシアのウクライナ侵略、中東情勢、

大統領選挙後のベネズエラ情勢等について話し合

われた。同副大臣は、ウクライナのクレバ（当時）外

相も参加したロシアによるウクライナ侵略に関する

セッションにおいて、ウクライナが勝利するためには、

西側諸国からの安定した軍事支援が必要であると

強調し、経済支援の継続、ウクライナのエネルギー

部門に対する援助の拡大、対ロ制裁の継続の必要

性に言及した。中東情勢については、同副大臣は、

敵対行為の即時終結に向けた努力を支持し、また、

イスラエル・レバノン国境の治安悪化に懸念を表明し

た。ベネズエラ情勢については、同国の大統領選挙

の結果に関するＥＵの立場を調整することが不可欠

であると強調した。 
 

第二次世界大戦勃発８５周年記念式典の開催【９月

１日】  

１日、グダンスク海岸防衛隊記念碑で、トゥスク首

相、コシニャク＝カミシュ副首相兼国防大臣、ポーラ

ンド軍兵士、退役軍人、地方自治体の関係者らが参

集し、第二次世界大戦８５周年の記念式典が開催さ

れた。 

午前４時４５分、警報サイレンが鳴り響き、１９３９

年９月１日のドイツ軍によるポーランド攻撃の始まり

を告げた。式典において、トゥスク首相は、「第二次

世界大戦の教訓はもはや教科書に載っている抽象

的なものではない。」とし、ポーランドの防衛のため

にＮＡＴＯを強靱化し、欧州が団結することの必要性

を訴えた。コシ二ャク＝カミシュ副首相兼国防大臣は、

ヴェステルプラッテにおける戦闘を称え、国内の団結

を呼びかけた。 

 

シコルスキ外相の東南アジア歴訪【９月２日～５日】 

２日～５日、シコルスキ外相は、シンガポール、マ

レーシア、フィリピンを訪問し、欧州とインド太平洋地

域において直面している課題について意見交換を行

い、安全保障、経済分野を中心に二国間関係の強

化を図った。シンガポールでは、ウォン首相及びバラ

クリシュナン外相と、マレーシアではイブラヒム首相

及びハサン外相と、フィリピンではマルコス大統領及

びマナロ外相と会談を行った。これらの会談の中で、

シコルスキ外相は、欧州とアジアは同じような課題に

直面しているとし、ほとんどの国境は様々な歴史的

経緯の結果、人為的に設けられたものであり、それ

が気に入らなくても我々はそれを尊重しなければな

らず、戦争はそのための解決手段とはならないとの

メッセージを伝えた。３か国の訪問の中で、同外相は、

同地域の活発な経済成長、開発ニーズ、中間層の

急成長が、情報通信、サイバーセキュリティ、グリー

ン技術、宇宙開発技術協力、グリーン水素といった

先進技術分野、また、農産物貿易の分野でもポーラ

ンドのビジネスチャンスとなりうることを確認した。加

えて、とりわけマレーシアとフィリピンにおいては、現

下の国際情勢及び両国の軍の近代化と拡充のニー

ズが、ポーランドとこれらの国々の防衛産業におけ

る協力の発展の機会を生み出していることを確認し

た。東南アジア諸国は「世界で最もダイナミックに発

外交・安全保障 



 - 4 - 

展している地域のひとつ」であり、その経済的地位の

高まりに伴い、政治的な重要度も増しているとし、二

国間および多国間レベルでこの地域への関与を強

化するべく、今般、シコルスキ外相は、東南アジア友

好協力条約（ＴＡＣ）への加盟の意向を本年のＡＳＥＡ

Ｎ議長国であるラオスに伝えた。 
 

第３２回国際防衛産業展示会の開催【９月３～６日】 

３日～６日、キェルツェにて、第３２回国際防衛産

業展示会が開催された。開会式にはドゥダ大統領、

コシ二ャク＝カミシュ副首相兼国防大臣等が参加し

た。本年の防衛産業展示会は、参加企業約８００社、

平均来場者数約１万人であり、ポーランド軍が保有

する戦車、榴弾砲等の多数の兵器が展示された。 

本展示会において、ポーランドを始め多数の海外

防衛産業等が展示・説明を実施するとともに、国防

省は、米国、スペイン、国内企業と総額約２０億ズロ

チの契約に署名した。 

 

リトアニア大統領のポーランド訪問【９月４日】 

 ４日、ナウセーダ・リトアニア大統領がポーランドを

訪問し、ドゥダ大統領と会談を行った。会談では、ロ

シアによるウクライナ侵略、ベラルーシ国境の問題を

中心に、経済、安全保障分野における意見交換が

行われた。ドゥダ大統領は、ベラルーシ当局の支持

を得て行われているハイブリッド脅威に晒される中、

両国の安全保障の基盤を築くことが重要だと述べた。

また、バルチック鉄道の実現の加速化を含めたイン

フラ開発についても議論がなされた。 

 

トゥスク首相のモルドバ訪問【９月４日】 

 ４日、トゥスク首相はモルドバを訪問し、サンドゥ大

統領及びレチェアン首相と会談し、また、モルドバ議

会で演説を行った。トゥスク首相は地域情勢、特にロ

シアによるウクライナ侵略の文脈で、モルドバとポー

ランドの結束を強調した。また、同首相はモルドバの

ＥＵ加盟に向けて積極的に協力することを確約した。 
 

ポーランド・アイルランド首脳会談【９月５日】 

 ５日、トゥスク首相は、ハリス・アイルランド首相と会

談を行った。会談では、ウクライナを含む中・東欧情

勢、ＥＵにおける移民問題について議論がなされ、会

談後の共同記者会見で、トゥスク首相はアイルランド

によるウクライナへの軍事・人道支援を含めた関与

を賞賛し、ハリス首相からは、４日にキーウにおいて

アイルランドがウクライナとの二国間安全保障協定

に署名したことを踏まえ、ウクライナに対するアイル

ランドの支援は揺るぎないものであると約束した。両

首相はポーランド・ベラルーシ国境情勢についても

協議し、トゥスク首相は地理的にはこの東部国境か

ら離れたアイルランドから支持が得られたことをうれ

しく思うと述べ、ハリス首相は、ポーランドの来年前

半ＥＵ議長国就任にも触れつつ、ポーランドとアイル

ランドはＥＵにおいてこの問題を牽引していくリー

ダーとなり得る旨述べた。 
 

ポーランド・ウクライナ外相電話会談【９月６日】 

 ６日、シコルスキ外相は、シビハ・ウクライナ外相と

電話会談を行い、就任に祝意を表するとともに、ロシ

アによるウクライナ侵略の最前線における軍事情勢、

ポーランド・ウクライナの歴史問題に対する実現可能

な解決策、二国間における将来的な協力のプラン等

について協議した。 
 

ポーランド英外相会談【９月９日】 

 ９日、シコルスキ外相は、ラミー英外務・英連邦・開

発相と会談を行い、ウクライナへの更なる支援、中

東情勢、環大西洋協力、対中政策等における二国

間協力について協議した。また、シコルスキ外相は、

英国の教育制度におけるポーランド語の扱い、英国

のＥＵ離脱後の二国間貿易の障害についても言及し

た。両外相は、両国の国際情勢に対する見方が完

全に一致しており、二国間関係発展のために様々な

レベルで会談や活動を計画しているとした。 

 

ワイマール・トライアングル外相テレビ会議【９月９日】 

 ９日、シコルスキ外相は、セジュルネ 仏外相、ベ

アボック 独外相とともに、ワイマール・トライアングル

外相テレビ会議を行い、３か国間の協力こそが欧州

全体の利益を実現し得ること、欧州の防衛能力はＮ

ＡＴＯと戦略的に歩調を合わせながら発展していく必

要性を強調した。また、ハイブリッド脅威、妨害行為、

偽情報等に共に立ち向かう必要があると述べた。３

か国の外相は、ＥＵが課題に直面したとき、ＥＵは結

束しなければならないと強調し、ロシアの帝国主義

政策、今なお続くウクライナでの戦争、ポピュリズム

の広がりといったものがＥＵの結束の最大の脅威に

なるとの認識を共有し、ワイマール・トライアングルが

ＥＵ統合の原動力となるべきとの考えで一致した。 
 

ポーランドの「バルト海地域のためのＥＵ戦略」議長

国就任【９月１０日】 

１０日、ポーランドは「バルト海地域のためのＥＵ戦

略（ＥＵＢＳＲ）」の議長国に就任した。ＥＵＢＳＲは、２

００９年にＥＵで初めて策定されたマクロ地域戦略で

あり 、 海を 守り （ Save the Sea ） 、地域 をつ な ぎ

（ Connect the Region ） 、 地 域 の 繁 栄 を 高 め る

（Increase Prosperity）ことを目的として、バルト海に

面する８か国（デンマーク、エストニア、フィンランド、

リトアニア、ラトビア、ドイツ、ポーランド、スウェーデ

ン）が協力するための枠組みである。ポーランドは、

議長国として、同枠組みへのウクライナの関与も含

め、地域の安全保障と安定、国家と社会の強靭性強

化を推進していく。 
 

ＮＡＴＯ空軍演習「Ｆ２Ｔ２演習」の実施【９月１１日】 
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１１日、ポーランド領空にて、デンマーク、ドイツ、

オランダ、ポーランド、スペイン、米国及び英国は、Ｎ

ＡＴＯ空軍演習「Ｆ２Ｔ２（Ｆｉｎｄ，Ｆｉｘ，Ｔｒａｃｋ ａｎｄ Ｔａ

ｒｇｅｔ）演習」を実施した。本演習の目的は、陸・海・

空・サイバー・宇宙などの領域と航空機が得た情報

を統合するためのもので、７か国から戦闘機１８機、

爆撃機２機、空中給油機、支援機等が参加した。 

 

 

ポーランドの地方自治体、１０年間で追加資金を獲

得と首相が発表【９月４日】 

トゥスク首相は、政府によって承認された地方自

治法の改正により、地方自治体が今後１０年間で３，

４５０億ズロチ（８０６億ユーロ）を追加で受け取ること

になると発表した。トゥスク首相は９月３日の政府会

合後に、「慎重な試算によると、地方自治体は今後１

０年間で、これらの変更が実施されなかった場合に

受け取ることができる資金よりも多くの資金を得るこ

とになる」と記者団に語った。首相はまた、来年、地

方自治体はさらに２５０億ズロチ（５８億ユーロ）近くを

受け取るだろうと述べ、「そして欧州の基金もある」と

付け加えた。トゥスク首相によれば、これは「前向き

な突破口」であり、地方自治体の収入はもはや国家

政府の「気まぐれ」に依存することはなくなる。「この

日は、ポーランドの地方自治の歴史に非常にポジ

ティブな形で残るだろう」とトゥスク首相は語った。 

ポーランド政府は９月３日、地方自治体の歳入に関

する法律案を採択した。２０２５年予算案では、この

目的のために２４８億ズロチ（５８億ユーロ）の追加予

算が計上されている。 

 

ポーランドと米国、ウクライナ復興について協議【９

月８日】 

ポーランドのコヴァル・ウクライナ開発協力担当政

府全権代表と、米国のヴァーマ国務副長官（管理・

資源担当）は、今後のウクライナの戦争被害からの

復興について話し合った。会談は、米国のウクライナ

復興特使でもあるヴァーマ氏がウクライナから帰国

した翌日の９月７日に、クラクフで行われた。 

コヴァル氏は「復興プロセスに関して、ポーランドと

アメリカが相乗効果を発揮できる分野について話し

合った。その中には間違いなく、輸送に関する問題

やポーランドのハブとしての発展、特にポドカルパツ

キエ県が含まれる。エネルギーに関する問題も重要

だ。」と述べた。ヴァーマ氏は、２０２２年２月のロシア

によるウクライナ侵略以来、ポーランドがウクライナ

を支援してきたことに感謝し、ポーランドの財政的・

軍事的貢献と、ウクライナ避難民を歓迎するポーラ

ンド社会の姿勢を強調した。コヴァル氏は、復興プロ

セスへの参加に関心のあるポーランド企業に対し、

ポーランドのポーランド政策投資銀行（BGK）のウェ

ブサイトまたは企業ロビー団体を通じて、プロジェクト

を発表するよう促した。プロジェクトはその後、ウクラ

イナ復興のための資金を分配する欧州委員会に提

出する動議へと形を変えることになる、と同氏は述べ

た。 

 

ポーランドの堅調なＧＤＰ成長には投資が不可欠と

財務大臣が指摘【９月１０日】 

ドマンスキ財務大臣は、今後数年間、高いＧＤＰ成

長率を維持するためには投資が重要であると述べた。

同大臣は９月９日の社会対話評議会（ＲＤＳ）本会議

で、ポーランドの経済成長率は現在ＥＵの中で最も

高いが、「その構造には大いに不満が残る」と述べた。

「個人消費のシェアは非常に高いが、投資のシェア

は我々の期待よりも確実に低い。同大臣によれば、

政府は公共部門、特に民間部門への投資が今後数

年間で大幅に増加するよう、対策を講じなければな

らない。同大臣は「これなくして、これほど高いＧＤＰ

成長率を維持することは難しい」と付け加えた。財務

省は２０２５年予算案の中で、ポーランドのＧＤＰは２

０２４年の３．１％増に続き、来年は３．９％増になる

と想定している。

２０２４年第２四半期ポーランドＧＤＰ３．２％増【８月３

０日】 

２０２４年第２四半期のポーランドのＧＤＰは前年

同期比３．２％増となり、第１四半期の２％増を上

回った。この力強い成長は主に企業部門以外の投

資の増加によるものである。同時期に企業が投資を

８．２％減にもかかわらず、投資全体は前年同期比２．

７％増となった。医療、行政、教育といった分野への

支出を意味する公共消費も大幅に増加した。対照的

に、民間部門の活動は弱いままだった。民間消費

（前年同期比４．７％増）は伸びたものの、家計の貯

蓄が増えたため、所得（前年同期比１２％増）よりは

るかに緩やかな伸びとなった。総じて、ポーランド経

済は回復しているが、ＧＤＰの数値は、特に民間部

門にとって、この回復がどれほど強力で持続的なも

のかを誇張している可能性がある。

８月の購買担当者景気指数４７．８％【９月４日】 

ポーランドの製造業ＰＭＩ（購買担当者景気指数）

は２年以上５０ポイントを下回っているが、８月の４７．

８ポイントは市場予想を上回った。この改善は、国内

および輸出の受注が依然低迷しているため、ベース

効果が低いことに起因している。鉱工業生産もＥＵ全

経    済 

経済政策 

マクロ経済動向・統計 
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域で低下しており、特にポーランドの主要貿易相手

国であるドイツのＰＭＩは４２．１％だった。新規投資を

抑制する余剰生産能力の高さによる内需の低迷が、

需要全体の減少に寄与している。なお、インフラ投資

と国家復興計画による外需拡大が牽引し、金利低下

も景気回復を加速させるとして、２０２５年には回復

すると予測されている。 

 

 

ポーランドの海外投資動向【８月３０日】 

 ２０２３年のポーランド企業の海外投資は４３７億ズ

ロチに達し、前年比６４％増、２０２１年比２２８％増と

なった。２０２２年にはプロジェクトの８６．９％が欧州

に集中し、２０２３年にポーランド企業が最も投資した

のはルクセンブルク（１９５億ズロチ）とチェコ（１８７億

ズロチ）であった。 

 米国への投資額は２０億ズロチに過ぎないが人気

は高まっており、ＩＴ分野ではクラクフを拠点とする

Comarch やジェシュフを拠点とする Asseco、ゲーム

産業分野では CD Projekt やヴロツワフを拠点とする

Ten Square Games が成功を収めている。 

 

ポーランドのアジア市場への食肉輸出拡大【９月４日】 

 ポーランドはアジアへの食肉輸出を拡大しており、

最近ではポーランドの鶏肉、牛肉、豚肉に対してマ

レーシアが市場を開放した。マレーシアの市場には

キリスト教徒及びそれほど厳格ではないイスラム教

徒が混在しており、ポーランドの豚肉にとって新たな

販路となる可能性がある。ポーランド産牛肉につい

ては、最近ベトナムとタイで承認され、中国とフィリピ

ンで市場が開かれた。さらに、ポーランドはインドで

ブルーベリーの輸出を確保し、農産物輸出の拡大に

成功している。 

ヴェデル社のチョコレートファクトリー・ミュージアムが

オープン【９月４日】 

 ４日、ヴェデル社はワルシャワに初のチョコレート

ファクトリー・ミュージアムをオープンした。同社は８０

年以上にわたるチョコレート・メーカーで、２億ズロチ

（４６．７ユーロ）超を投資した。館内では、９０分のガ

イドツアーにより同社の歴史、チョコレート製造過程

等を学ぶことができるとともにチョコレート作りの体験

もできる。  

 

ポーランド人の食生活の変化【９月６日】 

 ポーランド中央統計局（ＧＵＳ）によると、ポーランド

人は所得上昇に伴い食生活の嗜好も変化している。

２０１０年と２０２３年の消費量を比べ、最も安定して

いるものは野菜であり、増加したものは、蒸留酒（６．

３％）、砂糖（８．３％）、バター（３７．２％）、果物（３８．

６％）、牛乳（４６％）、減少したものは穀物（－１．

９％）、麦芽ビール（－３．１％）、鶏卵（－１１．４％）、

ジャガイモ（－１３．９％）、動物性油脂（－１７．５％）

であった。所得上昇に加え、健康志向、ヴィーガン人

気の高まり、消費者意識の高まり、植物性油脂・動

物性油脂の価格変動などが要因として考えられる。

 

２０２５年に設立される変革基金【９月３日】 

気候・環境省は毎年、欧州委員会に詳細な報告

書を送り、ＣＯ２排出枠の販売による予算収入の５

０％に相当する額の配分を試算している。この金額

はグリーン投資に使われるべきものであるとする気

候・環境省は、欧州委員会に提出する前に閣僚理事

会の承認が必要だとしている。 

欧州排出権取引制度（ＥＵ ＥＴＳ）からの収入の４

分の３がエネルギー転換のための投資に割り当てら

れることを保証するような独立した基金はまだ存在し

ない。専門家は、独立した変革支援基金の設立を前

提とした法改正案は、何年も前から歴代政府による

承認を待っていることを強調している。２０２５年の設

立決定は急務である。気候・環境省は、基金の設立

に関する法律の草案はできており政府の立法作業

に入るのを待っていると発表した。基金の総額は２０

３０年までに１，０００億ズロチとなる。資金源はＣＯ２

排出枠の売却収入である。同基金は、国家環境保

護・水管理基金（ＮＦＯŚｉＧＷ）によって管理される。 

ＥＵからウクライナへの送電【９月４日】 

 現在、ＥＵからウクライナとモルドバへ輸出する送

電許可容量は１，７００ＭＷで、ポーランド、ルーマニ

ア、スロバキア、ハンガリー、ウクライナ、モルドバで

融通している。輸出入によって容量が十分に利用さ

れない場合、ウクライナは近隣の産業システム運用

者や多国間援助による緊急支援を要請することがで

きる。ウクライナの電力需要は夏に１２ＧＷ、冬に１６

ＧＷまで達するが、５月にウクライナが利用可能だっ

た電力は１０ＧＷであった。また、ウクライナは欧州

最大級のガス貯蔵施設を有しており、ＥＵ企業に提

供したいと考えているが、以前の稼働率３２～８４％

（平均５０％）に対して現在は２３．３％であるため、Ｅ

Ｕ企業はあまり関心を示していない。 

 

新・国家エネルギー・気候計画が石炭産業を脅かす

【９月９日、１１日】 

２０２１年、政府と炭鉱労働者との社会協定の合意

がなされ、２０４９年までに最後の炭鉱を閉山するこ

ポーランド産業動向 

エネルギー・環境 
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とで合意に達した。しかし、２０３０年に向けた国家エ

ネルギー・気候計画（ＫＰＥｉＫ）の新たな想定では、石

炭消費量の５０％削減が予測されており、協定を守

りたい鉱山労働者を心配させている。気候・環境大

臣は、石炭の使用量は当初２０３０年までに３，０００

万トンと予測されていたが、新しい「野心的な」計画

では、２０２３年の約４，９００万トンから２，２００万トン

に減少すると指摘した。こうした変更は社会協定を崩

壊させ、石炭産業で働く７万５，０００人の労働者と政

府の間に社会的緊張をもたらす可能性がある。政治

家たちは、採算が合わず汚染を引き起こす石炭採掘

を支援する代わりに、ポーランドはＡＩやインダスト

リー４．０、サービスの自動化の開発に注力するべき

だと主張している。アナリストたちは、国営ボグダンカ

炭鉱が依然として利益を上げているとはいえ、再生

可能エネルギーとガス源が石炭に取って代わること

が多くなると考えている。 

８月、ポーランドのエネルギー生産に占める石炭

の割合は、再生可能エネルギーによるエネルギー生

産の増加に牽引され、５０．８％という歴史的な低水

準に落ち込んだ。現在、２０３０年国家エネルギー・

気候計画（ＫＰＥｉＫ）に示された同国のエネルギー戦

略を適応させるための公開協議が行われている。 

 

石炭資産の分離は当面見送り【９月１１日】 

今年初め、政府は、国家エネルギー安全保障庁

（ＮＡＢＥ）を設立し、約１７５億ズロチで国営企業から

石炭資産を引き取るという前政権の考えに基づく石

炭資産の分離プロジェクトを放棄した。石炭資産の

将来については、今後１２ヶ月以内に決定される見

込みであり、前政権のプロジェクトのように二元的で

ある必要はない、とヤヴォロフスキ国有財産大臣は

コメントしている。今日の問題は、発電余力の縮小で

ある。国営送電会社ＰＳＥは、６年後には年間１，００

０時間未満しか稼働していない石炭火力発電所は採

算がとれなくなるため、すべて閉鎖すべきだという分

析と予測の結果を発表したが、どの省庁もエネル

ギー改革の全責任を負おうとはしていない。 

 

ポーランド大学学長会議の開催【９月１１日】 

 １１日、ワルシャワ大学において、１１０の高等教育

機関の学長が出席するポーランド大学学長会議（Ｃ

ＲＡＳＰ）が開催され、ヴィエチョレク科学大臣が出席

した。同大臣は、ポーランドの科学と高等教育の未

来のためには科学・高等教育省と学術界の協力が

重要であると述べ、特に、外国からの留学生の重要

性、現代の労働市場のニーズやグローバルな課題

に対応するための高等教育制度の更なる改革につ

いて強調した。 

 

ジョージア人マフィアによる組織的犯罪【８月３０日】 

 ８月３０日、ジェチポスポリタ紙は、組織化された

ジョージア人マフィアによるポーランドでの犯罪がま

すます大胆になっていると報じた。７月２４日、ワル

シャワ市中心部のモコトフスカ通りで、ダイヤモンドを

運んでいたベルギーの宝石会社の車両がジョージア

人らに襲撃され、１１万ユーロ相当のダイヤモンドが

強盗された。運転手が現金を引き出すために車を駐

車したところ、犯人らがタイヤに釘を刺してパンクさ

せ、運転手がタイヤ交換している隙を狙い、ダイヤモ

ンドが入ったバッグを盗んだ。最終的に犯人は逮捕

されたが、盗まれたダイヤモンドは回収されなかった。

犯人のジョージア人らは、ポーランドに合法的に滞在

していた。犯人らは、スパイクを使用した窃盗や強盗

を専門としており、宝石の配達人や外貨両替所の従

業員を標的としていた。警察によると、盗まれたダイ

ヤモンドや現金は回収されておらず、これらの運搬

や隠蔽に組織的な手口の痕跡が見られるという。専

門家によると、ソ連崩壊後のマフィアの中でもジョー

ジア人は強大な組織を構築しており、今回のような

大胆な強盗を組織的に行うことができるとしている。 

 

自動車火災の現場付近に爆発物が設置【８月３０日】 

 ８月３０日深夜、南部オポーレ県グロトクフで、警察

や消防が自動車火災の現場に駆けつけたところ、付

近のフェンスに爆発物が仕掛けられているのを発見

した。近隣の住民２０人以上が避難し、特殊部隊が

爆発物を回収した。犯人は明らかになっていない。 

 

テロ脅威レベルが１１月３０日まで延長【８月３０日】 

 ８月３０日、ポーランド政府は、全土に発出している

テロ脅威レベル「ＢＲＡＶＯ」（レベル２）及びサイバー

空間のテロ脅威レベル「ＢＲＡＶＯ－ＣＲＰ」（レベル２）

を本年１１月３０日まで延長することを決定した。トゥ

スク首相が延長に関する命令に署名した。いずれの

レベルも４段階あり、レベル２は、予見可能なテロの

脅威が増加している場合に発出される。治安機関は、

武器や防弾チョッキを身に付けることを求められるほ

か、テロ対策のため、必要に応じて車両等を検査し、

長期間使用されていない建物や部屋を閉鎖すること

ができる。 

 

ホリデーシーズンにおける交通事故等の発生状況

【９月２日】 

 ９月２日、polsatnews は、今年の夏のホリデーシー

ズンにおいて、昨年よりも全体の交通事故件数が増

加したが、死亡事故件数が５４件減少したなどと報じ

た。警察本部のデータによると、今年の６月２１日か

ら９月１日までの間、ポーランド全土で計５，１６１件

の事故が発生し、そのうち３７５件が死亡事故で、４１

科学技術 

治   安   等 
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５人が死亡した。昨年の同期間には、４，９９３件の

事故が発生し、そのうち４０１件が死亡事故で、４６９

人が死亡した。負傷者数については、昨年が５，８６

７人で、今年は６，０５７人に増加した。飲酒運転の摘

発件数については、昨年は２０，８８４人であったた

が、今年は２１，５０７人に増加した。  

 

アパートからテレビを投げた米国人が起訴【９月２日】 

 ９月２日、ワルシャワ地方検察庁は、ワルシャワ市

ノヴォヴィエスカ通りのアパート４階からテレビを投げ

た２４歳米国人を起訴した。その前週、警察は、何者

かがアパートからテレビを投げたとの通報を受け、現

場に駆けつけた。アパートを捜索したところ、テレビ

を投げた米国人のほか、酒に酔った１７歳～２４歳の

男５人がいて、室内には酒瓶が散乱していた。テレビ

は付近を通りかかった親子のすぐそばに落ちたが、

負傷者はなかった。米国人は、フーリガン行為に関

連して人命を危険にさらした罪で起訴され、最高３年

の懲役刑を受ける可能性がある。 

 

高温と雨不足で森林火災の脅威が増加【９月７日】 

 ９月７日、森林研究所（ＩＢＬ）は、高温と雨不足によ

りポーランド全土で森林火災の深刻な脅威があると

の警告を発出した。ＩＢＬによると、国内の多くの場所

で落ち葉の湿度が１０％を下回っており、発火の危

険性が非常に高いレベルとなっている。ポーランドで

は、全ての火災のうち９９％が森林内又は森林付近

の人的活動が原因で発生しており、今年初めから４，

０００件以上の森林火災が確認されている。 

 

高齢者を標的とした「孫娘」を語る詐欺被害【９月９日】 

９月９日、ジェチポスポリタ紙は、「孫娘」を語る詐

欺師が高齢者を標的として金品をだまし取る詐欺被

害について報じた。詐欺師らは、あえて夜中に高齢

者へ電話をかけて恐ろしさを増幅させた上で、例え

ば、「孫娘が事故を起こし、女性を負傷させたため、

保釈金が必要」として、警察官や弁護士を装った詐

欺師に金銭を渡すよう要求する。本年、こうした手法

により既に約１，８００人が被害に遭っている。特に、

家族が外出して高齢者が１人になることが多いホリ

デーシーズンにこうした詐欺が活発になるという。 

 

スピード違反通知書を悪用した警察官による詐欺被

害【９月９日】 

 ９月９日、ジェチポスポリタ紙は、北部グダニスク市

の警察官が、スピードカメラシステムを管理する「ＣＡ

ＮＡＲＤ」の職員を装い、罰金の支払先口座に自身の

口座を記載して金銭をだまし取った詐欺について報

じた。警察官は、勤務中に自身のカメラで通り過ぎる

車両の写真を撮影し、車両登録システム上で運転手

のデータを検索した。その後、偽のスピード違反通知

書を偽造し、「ＣＡＮＡＲＤ」の職員を装って通知書を

運転手に送付した。警察官は、今年３月から４月に

かけて計８枚の通知書を偽造していた。通知書を受

けとった１人が元警察官であったことで、偽造が発覚

した。 

 

ドイツ政府が９月１６日から全ての国境で一時的な

国境管理を導入【９月９日】 

 ９月９日、ドイツ政府は、不法移民への対策として、

９月１６日から半年間、ポーランドとの国境を含む全

ての国境で一時的な国境管理を導入することを発表

した。フェーザー内相は、｢治安を強化し、不法移民

に厳格に対応する｣と表明した。同国では、８月下旬、

西部ゾーリンゲンで、シリア人の男が刃物で一般人

を無差別殺傷し、３人が死亡、数人が重傷を負う事

件が発生した。この事件に関し、イスラム過激組織

「イラク・レバントのイスラム国」が「パレスチナのイス

ラム教徒のための復讐」などとして犯行声明を発出

している。ドイツでは、事件の容疑者が難民施設に

いたことを受け、移民をめぐる懸念が高まっている。 

 

ベラルーシとの国境における滞在禁止措置を延長

【９月１０日】 

 ９月１０日、内務・行政省は、ベラルーシとの国境の

特定の地域に導入している滞在禁止措置を９月１１

日から９０日間延長することを発表した。同措置は、

同国境地域における不法移民の増加等を受け、本

年６月１３日から導入されている。 

 

国境警備状況（８月）を発表【９月１１日】 

９月１１日、ポーランド軍参謀本部は、８月分の国

境警備作戦の成果を発表した。本作戦は、警察及び

国境警備隊を主体として、ポーランド軍兵士６，０００

人以上が支援し、毎日３７０回以上の徒歩哨戒と１０

０回以上の車両哨戒を実施している。先月は国境を

不法に越えようとした１，４００人以上が拘束された。

 

能登半島地震災害義援金について(ポーランド国内の口座) 

 令和６年（２０２４年）１月１日に発生した能登地方を震源とする地震で被災された方々を支援するための災害

義援金について、ポーランド国内の口座についても開設しているところ、下記のとおりお知らせいたします。 

  

1 ズロチ口座 

 銀行名：  BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA 

大使館からのお知らせ 
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 住所  ：  ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa 

 口座名：  AMBASADA JAPONII 

         ul. Szwoleżerów 8, 00-464 Warszawa 

  口座番号：02 1240 6292 1111 0011 3418 0435 

  

2 ユーロ口座 

 銀行名： BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA 

 住所 ：  ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa 

 口座名： AMBASADA JAPONII 

          ul. Szwoleżerów 8, 00-464 Warszawa 

 口座番号：91 1240 6292 1978 0011 3418 0103 

  

（注１）上記の口座に振り込みいただいた義援金につきましては、取りまとめの上、日本政府宛に送金された後、

被災者に分配されることとなります。 

 また、特に御希望がある場合には日本赤十字社宛に送金することも可能です。その場合は、送金情報の備

考欄に「To Japanese Red Cross Society」と記載してください（記載がない場合には、日本政府宛として受け付

けます。）。 

（注２）被災地の各地方公共団体においても、義援金受入口座を開設しておりますので、各地方公共団体の

HP を御確認ください。 

 なお、石川県の災害義援金情報は以下のリンクにより御確認ください。 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suitou/gienkinr0601.html 

 

欧州でのテロ等に対する注意喚起 

欧州では、「イラク・レバントのイスラム国」（ＩＳＩＬ）の台頭以降、一般市民等のソフトターゲットを標的としたテ

ロが相次いで発生しており、今後も更なるテロの発生が懸念されます。 

観光客やイベント等を標的とするテロに警戒する必要があることに加え、イベント等の警備のため手薄となっ

た他の都市でのテロの実行も懸念されます。以上を踏まえ、以下のテロ対策をお願いします。 

１ 外務省が発出する海外安全情報及び現地報道等で最新の治安情勢等の関連情報の入手に努めるととも

に、日頃から注意を怠らないようにする。 

２ 以下の場所がテロの標的となりやすいことを十分認識する。 

観光施設、観光地周辺の道路、記念日・祝祭日等のイベント会場、レストラン、ホテル、ショッピング・モール、

スーパーマーケット、ナイトクラブ、映画館等人が多く集まる施設、教会・モスク等宗教関係施設、公共交通機

関、政府関連施設（特に軍、警察、治安関係施設）等。  

３ 上記２の場所を訪れる際には、周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場

を離れる、できるだけ滞在時間を短くする等の注意に加え、その場の状況に応じた安全確保に十分注意を払う。 

４ 現地当局の指示があればそれに従う。特にテロに遭遇してしまった場合には、警察官等の指示をよく聞き

冷静に行動するように努める。 

５ 不測の事態の発生を念頭に、訪問先の出入口や非常口、避難の際の経路、隠れられる場所等についてあ

らかじめ入念に確認する。 

詳しくは下記リンク先を御覧ください。 

http://www.anzen.mofa.go.jp/ 

テロ・誘拐対策に関しては、以下も併せて参照してください。 

（１）パンフレット「海外へ進出する日本人・企業のための爆弾テロ対策 Q＆A」 

（パンフレットは、https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_03.html に掲載。） 

（２）パンフレット「海外旅行のテロ・誘拐対策」 

（パンフレットは、http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_10.html に掲載。） 

（３）ゴルゴ 13 の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル 

（マニュアルは、http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html に掲載） 

６ テロの類型別留意事項は以下のとおりです。 

【車両突入型テロ】 

●ガードレールや街灯などの遮へい物がない歩道などでは危険が増すことを認識する。 

●歩道を歩く際はできるだけ道路側から離れて歩く。 

【爆弾、銃器を用いたテロ】 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suitou/gienkinr0601.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_03.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_10.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html
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●爆発や銃撃の音を聞いたら、その場に伏せるなど直ちに低い姿勢をとり、頑丈なものの陰に隠れる。 

●周囲を確認し、可能であれば、銃撃音等から離れるよう、低い姿勢を保ちつつ速やかに安全なところに退

避する。閉鎖空間の場合、出入口に殺到すると将棋倒しなどの二次的な被害に遭うこともあるため、注意が

必要。 

●爆発は複数回発生する可能性があるため、爆発後に様子を見に行かない。 

【刃物を用いたテロ】 

●犯人との距離を取る。周囲にある物を使って攻撃から身を守る。 

【イベント会場、空港等の屋内でのテロ】 

●不測の事態の発生を念頭に、出入口や非常口、避難の際の経路等についてあらかじめ入念に確認する。 

●会場への出入りに際しては、混雑のピークを外し、人混みを避ける。 

●セキュリティが確保されていない会場の外側や出入口付近は危険であり、こうした場所での人混みや行列

は避けるようにする。空港等では、人の立入りが容易な受付カウンター付近に不必要に近寄ったり長居した

りすることはせず、セキュリティ・ゲートを速やかに通過する。 

●二次被害を防ぐため、周囲がパニック状態になっても冷静に行動するよう努める。 

 

孤独・孤立及びそれに付随する問題でお悩みの方へ 

 外務省では、２０２１年７月から、日本のＮＰＯ５団体と連携し、在外邦人の皆様がＮＰＯ団体にチャットやＳＮＳ

を通じて直接相談することを支援する取り組みを開始しました。下記リンク先よりＮＰＯ５団体の取組などが紹

介されておりますので、ご関心のある方は是非ご活用下さい。 

（外務省海外安全ＨＰ） https://www.anzen.mofa.go.jp/life/info20210707.htmｌ 

 

「在留届」の提出及び「たびレジ」への登録のお願い 

３か月以上海外に滞在する方は在留届の提出を、３か月未満の場合は「たびレジ」への登録を必ず実施して

ください。共にオンラインでの提出・登録が可能です。渡航先の最新安全情報や、緊急時の大使館又は総領事

館からの連絡を受け取ることができます。また、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておく

ようにしてください。 

また、「在留届」をご提出いただいた方におかれましては、ご帰国やお引っ越し、ご提出いただいた記載内容

に変更があった場合には、「変更届」や「帰国・転出届」の提出をお忘れなくお手続き下さい。 

下記リンク先から「在留届」の提出及び「たびレジ」に登録することができます。 

（在留届）  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 

（たびレジ） https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ 

 

有効期間１０年の旅券の発給申請可能年齢等の引き下げについて 
成年年齢が２０歳から１８歳に引き下がる民法の改正（平成３０年）に伴い、旅券法の一部改正を行った

ことにより、令和４年４月１日以降、有効期間が１０年の旅券の申請可能な年齢及び、旅券発給申請に当た

り親権者の同意が不要となる年齢が１８歳以上となります。 

 

旅券のオンライン申請等の開始について 
２０２３年３月２７日から旅券の申請手続きをオンラインで行うことができるようになりました。オンラ

イン申請を行っていただければ、在外公館に来館する必要はなくなりますので、是非ご活用下さい。オンラ

イン申請を行うためには、スマートフォンへの在留邦人用旅券申請アプリのインストールやオンライン在留

届（ＯＲＲネット）への登録が必要となります。なお、新規旅券の受取は、引き続き当館に来ていただく必

要がありますのでご留意下さい。 

詳細：https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100484349.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anzen.mofa.go.jp/life/info20210707.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100484349.pdf
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〔お知らせ〕大使館広報文化センター開館時間 

平日 ９:００ – １２:３０及び１３:３０ – １７:００ 

 

問合せ 先：在ポーラン ド日本大 使館広報文化 セン ター （電話 ：２ ２-５ ８４- ７３ ００ 、E メール： info-

cul@wr.mofa.go.jp、住所：Al. Ujazdowskie 51, Warszawa） 

 

 

〔開催中〕展覧会「BACKGROUND」【５月１７日（金）～９月１５日（日）】 

クラクフ市の日本美術技術博物館Mangghaにて、展覧会「BACKGROUND」が開催中です。浮世絵をはじめ、伝統

文化の作品と現代のポップカルチャーの作品の背景や歴史を紹介する展覧会です。入場は有料です。 

開催場所： Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 

 

〔開催中〕教育美術展「広重～浮世絵の世界への旅～」【４月２８日（日）～１１月３日（日）】 

クラクフ市の日本美術技術博物館Mangghaにて、教育美術展「広重～浮世絵の世界への旅～」が開催中です。

浮世絵の作り方を紹介する教育美術展で、来場者はワークショップに参加も可能で、歌川広重氏の作品とそ

の浮世絵のアニメーションプロジェクトに参加することもできます。入場は有料です。 

開催場所： Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 

 

〔開催中〕アートプロジェクト「・・・山の浸透３３０・・・」【８月１１日（日）～１１月３０日（土）

】 

クラクフ市のコシチュシコ丘にて、アートプロジェクト「・・・山の浸透３３０・・・」が開催中です。日本とポーランド

の文化における山のイメージなどを紹介する展覧会及びアートプロジェクトです。入場及び参加費は無料で

す。 

開催場所： Kopiec Kościuszki, Kraków 

 

〔予定〕 日本文化講座「日本と世界における折り紙～伝統と現代～」【９月２６日（木）１７：３０～】 

 在ポーランド日本大使館広報文化センターにて、折紙デザイナーのミハウ・コスムルスキ氏による文化講

座「日本と世界における折り紙～伝統と現代～」が開催されます。日本の折り紙の歴史や文化に重点をおい

た講義です。講義言語はポーランド語で、入場無料、参加登録不要です。 

開催場所：在ポーランド日本大使館広報文化センター（電話：２２ -５８４ -７３ ００，E メール：info-c

ul@wr.mofa.go.jp、住所：Al. Ujazdowskie 51，Warszawa） 

 

〔予定〕 展示会「ポーランドの幾何学的な折紙展」【９月２６日（木）～１０月３１日（木）】 

 在ポーランド日本大使館広報文化センターにて、３人のポーランド人折紙デザイナーによる幾何学的な折

紙作品の展示が開催されます。入場無料です。 

開催場所：在ポーランド日本大使館広報文化センター（電話：２２ -５８４ -７３ ００，E メール：info-c

ul@wr.mofa.go.jp、住所：Al. Ujazdowskie 51，Warszawa） 

 

文化行事・大使館関連行事 

本資料は、ポーランドの政治・社会情勢を中心に、各種報道をとりまとめたものです。 

報道をベースにしておりますので、記載事項の信頼性については責任を負いかねます。 

記載事項は在ポーランド日本国大使館の見解を示すものではなく、 特定の団体・個人の利益を代表するもの

ではありません。 

 

皆様からの情報提供をお待ちしています 

大使館では、読者の皆様に幅広くポーランドの情報をお伝えするため、皆様からの情報をお待ちしています。社

会・生活情報やお勧めのイベント、困ったことなど、皆様に伝えたいと思われる情報があれば、下記のアドレスまで

御連絡ください。（営利目的など、内容によっては対応できかねる場合もありますので御了承ください。） 

 

【お問い合わせ・配信登録】 

本資料は、ポーランドに関心のある方であれば誰でも受け取ることができます。 「新たに配信を受けたい」、「送

付先Ｅメールアドレスを変更したい」、「配信を停止したい」等の依頼につきましては、下記のＥメールアドレスまで

御連絡ください。大使館ウェブサイト（http://www.pl.emb-japan.go.jp/index_j.htm）も併せて御覧ください。 

本資料に関する問い合わせ E メールアドレス（newsmail@wr.mofa.go.jp） 

mailto:info-cul@wr.mofa.go.jp
mailto:info-cul@wr.mofa.go.jp
mailto:在ポーランド日本国大使館newsmail@wr.mofa.go.jp

